
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童館利用簿 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用

目的 
田原児童センター利用者の把握のため 

記 録 項 目 利用児童の氏名、学校名、学年又は年齢、電話番号 

記 録 範 囲 田原児童センター利用児童 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育所入所申込書（兼保育児童台帳）、支給認定（現況）申請書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用

目的 
保育園入園児童の管理 

記 録 項 目

住所（現住所、前住所）、電話番号、個人番号、氏名、生年月日、

職業（保護者、児童、同一世帯員）、入園保育園、児童の心身障害

等の有無、課税の有無 

記 録 範 囲 保育の利用を必要とする保護者とその児童 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 税額調査票（保育料算定用） 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用

目的 
保育園入園児童の保育料算定 

記 録 項 目
住所、氏名、生年月日（保護者、児童）、市民税額（同一世帯員）、

生活保護適用の有無、入園措置期間、保育料階層区分 

記 録 範 囲 保育の利用を必要とする保護者とその児童 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市税等口座振替・自動払込利用受付通知書 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用

目的 
保育園入園児童の保育料口座振替申込内容の確認 

記 録 項 目
口座名義人住所、氏名、電話番号、届出印影、振替口座（金融機関

名、支店名、預金種別、口座番号）、納付義務者名 

記 録 範 囲 保育園入園児童の保護者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童手当受給者台帳 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部子育て支援課 

個人情報ファイルの利用

目的 
児童手当支給管理のため 

記 録 項 目
住所、個人番号、氏名、生年月日（保護者、児童）、所得情報（世

帯）、振込口座情報 

記 録 範 囲 児童手当受給者、支給対象児童情報 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 妊娠届・母子健康手帳交付 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部親子交流館 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

親子ＳＥＱ、届出日、母子健康手帳交付日、母子健康手帳交付番

号、母と子のしおり番号、第何子、父親職業、出産予定日、妊娠

週数、医療機関名、妊婦職業、初産・経産の別、夫婦の喫煙区分、

飲酒区分、ハイリスク妊婦、多胎妊婦の有無、早産の有無、死産

回数、自然流産回数、人工妊娠中絶回数、問診、不妊治療有無、

分娩回数、既往歴、精神疾患既往歴、既婚・未婚、父親宛名番号、

初診年月日、保険種別、届出年齢 

記 録 範 囲 妊娠届出者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 医療機関等 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有     無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地域子育て支援センターさくらルーム利用者管理ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部親子交流館 

個人情報ファイルの利用

目的 
地域子育て支援センター利用者の把握のため 

記 録 項 目 保護者の氏名、住所、電話番号、子の氏名、性別、生年月日 

記 録 範 囲 地域子育て支援センター利用者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む             含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 出産・子育て応援事業 

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部親子交流館 

個人情報ファイルの利用

目的 
給付管理のため 

記 録 項 目

妊婦氏名、住所、電話番号、妊娠届出日、妊娠届出日時点の住所、

金融機関名、銀行口座情報（金融機関名、支店名、分類、口座番

号、口座名義）、子の氏名、生年月日 

記 録 範 囲 出産・子育て応援給付金申請者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
□ 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 会計課 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有     無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 １か月児健診（受診券）  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

第何子、実施日、出生体重、体重、身長、胸囲、頭囲、所見（栄養

状態・哺乳力状態・光の凝視・外表奇形・皮膚所見・四肢運動・呼

吸・心音・腹部・モロー反射）、総合判定、病名、実施医療機関名

記 録 範 囲 １か月児健診受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 １歳６か月児健診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

第何子、年齢、受診日、母親宛名番号、世帯区分、保育状況、問診、

身長、体重、肥満度、診察所見、精検受診有無、方針、う歯罹患型、

総歯本数、う歯本数、未処置歯本数、処置歯本数、歯科所見、歯科

治療状況、歯科問診、フッ素塗布希望、歯垢付着、健診の一般状態、

特記事項、保健指導・支援判定、フォロー区分、問診 

記 録 範 囲 １歳６か月健診受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人の保護者から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 １歳児むし歯予防教室  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

受診日、医療機関、母親宛名番号、第何子、月齢、世帯区分、昼の

保護者、子の要因（発達）、子の要因（その他）、親･家庭の要因、

親子関係、子育て支援総合判定、特記事項、方針、歯科問診、フッ

素塗布希望、う歯罹患型、総本数、う歯本数、処置本数、未処置本

数、歯科所見、歯垢付着、歯科医判定、歯科治療状況 

記 録 範 囲 １歳児むし歯予防教室受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人の保護者から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ２歳児むし歯予防教室  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

受診日、医療機関、母親宛名番号、第何子、月齢、世帯区分、昼の

保護者、子の要因（発達）、子の要因（その他）、親･家庭の要因、

親子関係、子育て支援総合判定、特記事項、方針、歯科問診、フッ

素塗布希望、う歯罹患型、総本数、う歯本数、処置本数、未処置本

数、歯科所見、歯垢付着、歯科医判定、歯科治療状況 

記 録 範 囲 ２歳児むし歯予防教室受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人の保護者から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ２種混合予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ２種混合予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ３歳児健診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

第何子、年齢、受診日、母親宛名番号、保育状況、問診、体重、身

長、肥満度、診察所見、精検受診有無、う歯罹患型、総本数、う歯

本数、未処置本数、処置本数、歯科所見、歯科管理区分、歯科治療

状況、歯科問診、歯垢付着、フッ素塗布希望、健診の一般状態、特

記事項、保健指導・支援判定、フォロー区分 

記 録 範 囲 ３歳児健診受診者 

記 録情報の収集方法 本人の保護者から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ３種混合予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ３種混合予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ４か月児健診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

受診日、第何子、医療機関、母親宛名番号、月齢、世帯区分、体重、

身長、カウプ指数、頭囲、栄養状況、診察所見、精検受診有無、特

記事項、身体発育不良、保健指導・支援判定、フォロー区分、問診

記 録 範 囲 ４か月児健診受診者 

記 録情報の収集方法 本人の保護者 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ４種混合予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ４種混合予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ８か月児健診（受診券）  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

第何子、実施日、出生体重、体重、身長、胸囲、頭囲、所見（追視・

定頚・あやし笑い・寝返り・喃後・座位・栄養・離乳食・外表奇形・

皮膚所見・姿勢・四肢運動・呼吸・心音・腹部・）総合判定、病名、

実施医療機関 

記 録 範 囲 ８か月健診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ８か月児健診（受診券）  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

第何子、実施日、出生体重、体重、身長、胸囲、頭囲、所見（追視・

定頚・あやし笑い・寝返り・喃後・座位・栄養・離乳食・外表奇形・

皮膚所見・姿勢・四肢運動・呼吸・心音・腹部・）総合判定、病名、

実施医療機関 

記 録 範 囲 ８か月健診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ＢＣＧ予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ＢＣＧ予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ＭＲ予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ＭＲ予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 インフルエンザ予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種予診日、実施医療機関、接種判定、ワクチンのロット№、実費

徴収区分、６５歳未満接種理由 

記 録 範 囲 インフルエンザ予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ヒトパピローマウイルス感染症予防接種被接種者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ヒブ予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ヒブ予防接種被接種者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ポリオ予防接種（不活化及び生）  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ポリオ予防接種被接種者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ロタウイルス予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 ロタウイルス予防接種被接種者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 胃がん検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、自覚症状、検診の種類、受診番号、所見の種類、一次診断

名、総合判定、受診日、受診医療機関、精密検査実施日、精密検査

の結果、診断の方法、診断後の処置、精密検査実施医療機関、精密

未受診理由 

記 録 範 囲 胃がん検診受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 育児相談  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
第何子、月齢、健診判定、種別、手段、担当者、体重、身長、相談

内容、指導、方針、特記事項 

記 録 範 囲 育児相談来所者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人の保護者から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 肝炎検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、検診の種類、肝臓病・肝機能の有無外科的措置の状況、妊

娠・分娩時に多量に出血したことの有無、過去にＣ型肝炎ウイルス

検査受診の有無、Ｂ型・Ｃ型肝炎治療の有無、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイ

ルス検査の希望の有無、ＨＢＳ抗原、Ｃ型肝炎ウイルス検査（判定

結果・判定理由）、受診日、受診医療機関 

記 録 範 囲 肝炎検診受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 基本健診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

健診歴、自覚症状、喫煙・飲酒状況、理学的所見、身体測定（身長・

体重・ＢＭＩ・腹囲・体脂肪率）、血圧検査（収縮期・拡張期）、心

電図、眼底検査、尿検査（糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン）、

腎機能検査（クレアチニン）、通風（尿酸）、貧血検査（赤血球・ヘ

モグロビン・ヘマトクリット値）、脂質検査（総コレステロール・

ＬＤＬ－コレステロール・ＨＤＬ－コレステロール・中世脂肪）、

血糖検査（血糖・ヘモグロビンＡlc）、肝機能検査（ＧＯＴ・ＧＰ

Ｔ・γ―ＧＴＰ）、視力検査、聴力検査、腫瘍マーカー、基本健康

診査総合判定、医師から受診者への指示事項（生活習慣改善指導）、

受診日、受診医療機関 

記 録 範 囲 健康応援健診、人間ドック受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 基本情報  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

個人番号、宛名番号、世帯番号、氏名、生年月日、性別、続柄、住

民になった事由、住民になった日、住民でなくなった事由、住民で

なくなった日、住民区分、小学校区、中学校区、住所、町内会、郵

便番号、健康保険種類、電話番号、課税区分（世帯・個人）、ＤＶ

支援対象 

記 録 範 囲 全市民 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住基マスタ、国保マスタ、課税マスタから 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 結核（肺がん）検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、レントゲン番号、検診種類、喫煙状況、自覚症状、肺がん

結果、結核判定、受診日、実施医療機関、検痰番号、塗抹培養判定、

ＰＣＲ結果、ナイアシンテスト結果、二次検診受診日、二次検診実

施医療機関、病変、診断名、指導区分、自年次指示 

記 録 範 囲 結核（肺がん）検診受診者 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 健康管理ファイル  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

基本情報、肺炎球菌予防接種、インフルエンザ予防接種、新型コロ

ナワクチン予防接種、乳がん検診、特定健康診査、大腸がん検診、

前立腺がん検診、歯周疾患検診、子宮がん検診、骨粗しょう症検診、

結核（肺がん）検診、基本健診、肝炎検診、胃がん検診、風しん予

防接種、日本脳炎予防接種、水痘予防接種、小児用肺炎球菌予防接

種、ロタウイルス予防接種、ポリオ予防接種（不活化及び生）、ヒ

ブ予防接種、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種、ＭＲ予防接

種、Ｂ型肝炎予防接種、ＢＣＧ予防接種、４種混合予防接種、３種

混合予防接種、２種混合予防接種、麻しん予防接種、妊婦健康診査

（受診券）、妊娠届・母子手帳交付、育児相談、８か月児健診（受

診券）、４か月児健診、３歳児健診、２歳児むし歯予防教室、１歳

児むし歯予防教室、１歳６か月児健診、１か月児健診（受診券） 

記 録 範 囲 全市民 

記 録情報の収集方法 住基マスタ、国保マスタ、課税マスタから 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 骨粗しょう症検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、身長、体重、体脂肪、肥満度、初潮年齢、月経周期順不順、

閉経年齢、分娩回数、検診の種類、検査部位、測定結果（Ｚスコア、

Ｔスコア）、骨密度、総合指導区分、精密検査受診日、精検結果、

精検受診医療機関、精検の検査方法、精検後の処置 

記 録 範 囲 骨粗しょう症検診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 子宮がん検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、家族歴、既往歴、妊娠歴、月経、自覚症状、頸部細胞診の

検査結果、視診の結果、体部細胞診の結果、総合判定、受診日、受

診医療機関、精密検査実施日、精密検査の結果、診断の方法、診断

後の処置、精密検査実施医療機関、精密未受診理由、標本の種類、

標本の適否、ＨＰＶ検査結果、ＨＰＶ検査希望 

記 録 範 囲 子宮がん検診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 歯周疾患検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

受診日、実施医療機関、検診の種類、かかったことのある病気、自

覚症状、かかりつけ歯科医、１年間の歯科医院受診、喫煙区分、喫

煙本数、たばこの歯周病への影響、歯周病への改善、デンタルフロ

ス等の利用、入れ歯の使用、１回の歯みがき時間、フッ素入り歯磨

き剤の使用、健全歯数、未処置歯数、処置歯数、現在歯数、要補綴

歯数、欠損補綴歯数、第３大臼歯数、歯肉出血、歯周ポケット、歯

石の付着、口腔清掃状態、その他の所見、判定区分、歯科衛生実施

指導、指導内容、次回の予約、精検受診状況、歯の健康度得点 

記 録 範 囲 歯周疾患検診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 小児用肺炎球菌予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

肺炎球菌種類、ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 小児用肺炎球菌予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水痘予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 水痘予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 前立腺がん検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、自覚症状、検診の種類、年齢、ＰＳＡ県さ（検査値、判定）、

受診日、受診医療機関、精密検査実施日、精密検査の結果、診断の

方法、診断後の処置、精密検査実施医療機関 

記 録 範 囲 前立腺がん検診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 大腸がん検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、自覚症状、検診の種類、便潜血検査結果、総合判定、受診

日、受診医療機関、精密検査実施日、精密検査の結果、診断の方法、

診断後の処置、精密検査実施医療機関、精密未受診理由 

記 録 範 囲 大腸がん検診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 日本脳炎予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 日本脳炎予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 乳がん検診  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

検診歴、家族歴、既往歴、妊娠歴、月経、授乳歴、自覚症状、自己

検診、検査方法、超音波所見、マンモ所見、一次所見、一次総合判

定、受診日、受診医療機関、精密検査実施日、精密検査の結果、診

断の方法、診断後の処置、精密検査実施医療機関、精密未受診理由

記 録 範 囲 乳がん検診受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 妊産婦健康診査（受診券）  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目

受診票番号、妊娠週数、尿蛋白、尿糖、血圧（収縮期・拡張期）、

超音波検査、総合判定、病名、血液検査（ＡＢＯ血液型・抹消血液

一般検査・血色素検査・Ｒｈ血液型・血糖検査・ＨＣＶ抗体検査・

ＨＢｓ抗原検査・不規則抗体検査・ＴＰＨＡ抗体検査・梅毒脂質抗

原検査・風疹ウイルス抗体価・ＨＩＶ抗体価）、ＨＴＬＶ－１抗体

検査、性器クラミジア感染症検査、ＧＢＳ検査・出産日・子宮復古・

悪露・メンタルチェック・医療機関名 

記 録 範 囲 妊産婦健康診査受診者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 肺炎球菌予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種日、接種医療機関、接種判定、ワクチンのロット№、実費徴収

区分、６５歳未満接種理由 

記 録 範 囲 肺炎球菌予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 風しん予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 風しん予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 麻しん予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 麻しん予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 Ｂ型肝炎予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種回数、接種予診日、接種判定、実施医療機関、問診医、接種医、

ワクチンのロット№ 

記 録 範 囲 Ｂ型肝炎予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 風しん第５期  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
実施日、実施区分、実施医療機関、抗体検査方法、抗体価、抗体価

単位、抗体検査判定結果、抗体検査番号、ロット№、接種量 

記 録 範 囲 風しん第５期受診者、被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関から 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新型コロナワクチン予防接種  

実 施 機 関 の 名 称 田原市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

こども健康部健康課 

個人情報ファイルの利用

目的 
市民の健康管理 

記 録 項 目
接種日、実施医療機関、問診医、ワクチンメーカー、ワクチンのロ

ット№ 

記 録 範 囲 新型コロナワクチン予防接種被接種者 

記 録情報の収集方法 医療機関 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
 含む            含まない 

記録情報の経常的提供先 ＶＲＳシステム 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）田原市総務部総務課 

（所在地）〒４４１－３４９２ 田原市田原町南番場３０番地１ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第６０条第２項第１号

  （電算処理ファイル）
 法第６０条第２項第２号

  （マニュアル処理ファイル）
政令第２１条第７項に該当す

るファイル 

 有    無 

備 考


